
- 1 -

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

題
名
を
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
改
正
す
る
と
と
も
に
、
目
的
に
船
舶
か
ら
の
排
出
ガ
ス

に
よ
る
大
気
汚
染
等
の
防
止
を
加
え
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
題
名
及
び
第
一
条
関
係
）

二

船
舶
か
ら
の
排
出
ガ
ス
の
放
出
の
規
制
（
第
四
章
の
二
関
係
）

１

船
舶
に
設
置
さ
れ
る
原
動
機
か
ら
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
基
準
を
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
行

う
放
出
量
確
認
及
び
原
動
機
取
扱
手
引
書
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
三
か
ら
第
十

九
条
の
五
ま
で
関
係
）

２

１
の
放
出
量
確
認
及
び
原
動
機
取
扱
手
引
書
の
承
認
を
受
け
た
原
動
機
に
は
、
国
際
大
気
汚
染
防
止
原
動
機
証
書
を

交
付
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
六
関
係
）

３

一
定
の
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
原
動
機
は
、
承
認
を
受
け
た
原
動
機
取
扱
手
引
書
等
に
従
い
、
船
舶
に
設
置
し
、
及
び

運
転
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
七
及
び
第
十
九
条
の
九
関
係
）

４

船
舶
に
使
用
さ
れ
る
燃
料
油
に
つ
い
て
、
海
域
ご
と
に
、
硫
黄
分
の
濃
度
が
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
使
用
を
義
務
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付
け
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
二
十
一
関
係
）

５

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
港
湾
に
お
い
て
揮
発
性
有
機
化
合
物
質
を
放
出
す
る
貨
物
の
積
込
み
が
行
わ
れ
る
一
定

の
船
舶
に
つ
い
て
、
当
該
物
質
の
放
出
に
よ
る
大
気
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
及
び
貨
物
の
積
込
み
時

の
当
該
設
備
の
使
用
を
義
務
付
け
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
二
十
三
及
び
第
十
九
条
の
二
十
四
関
係
）

６

船
舶
は
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
を
含
む
設
備
を
設
置
等
し
て
航
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
十
五
関
係
）

三

船
舶
内
に
お
い
て
生
ず
る
一
定
の
油
等
に
つ
い
て
船
舶
に
お
け
る
焼
却
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
以
外
の
油
等
を

焼
却
す
る
場
合
に
は
技
術
基
準
に
適
合
す
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
を
用
い
て
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
。
（
第

四
章
の
三
関
係
）

四

船
舶
の
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
検
査
等
（
第
四
章
の
四
関
係
）

１

一
定
の
船
舶
は
、
そ
の
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
土
交
通

大
臣
の
行
う
定
期
検
査
、
中
間
検
査
等
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
三
十

六
、
第
十
九
条
の
三
十
八
及
び
第
十
九
条
の
三
十
九
関
係
）
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２

定
期
検
査
に
合
格
し
た
船
舶
に
は
、
海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
国
際
航
海
に
従
事

す
る
船
舶
に
は
、
国
際
海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
三
十
七
及
び
第
十
九

条
の
四
十
三
関
係
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
そ
の
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
が
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
に

対
し
、
証
書
の
返
納
、
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
改
造
等
を
命
じ
、
又
は
航
行
停
止
処
分
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
四
十
八
関
係
）

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
本
邦
の
港
等
に
あ
る
外
国
船
舶
に
つ
い
て
、
そ
の
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
等
が
技
術
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
改
造
等
を
命
じ
、
又
は
航
行
停

止
処
分
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
五
十
一
関
係
）

五

そ
の
他

１

独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
神
奈
川
県
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
二
条

の
十
六
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。



- 4 -

第
二

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

目
的
に
重
油
に
つ
い
て
海
洋
汚
染
等
の
防
止
に
関
す
る
国
際
約
束
の
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
を
加
え
る
と
と
も
に
、
重
油
及
び
重
油
販
売
業
者
の
定
義
を
規
定
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
及
び
第
二
条
関
係
）

二

重
油
の
品
質
の
確
保
（
第
三
章
第
四
節
関
係
）

１

重
油
販
売
業
者
に
つ
い
て
、
重
油
販
売
業
者
が
重
油
の
規
格
に
適
合
し
な
い
物
を
船
舶
等
の
燃
料
用
の
重
油
と
し
て

販
売
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
特
定
の
船
舶
等
の
燃
料
と
し
て
販
売
す
る
と
き
は
そ
の
使
用
者
に
対
し
て
書

面
の
交
付
及
び
試
料
の
提
出
並
び
に
当
該
書
面
の
写
し
の
保
存
を
義
務
付
け
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
の
十
一
関
係
）

２

重
油
生
産
業
者
等
に
つ
い
て
、
重
油
生
産
業
者
等
が
重
油
を
船
舶
等
の
燃
料
と
し
て
販
売
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
重
油
が
重
油
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
特
定
の
船
舶
等
の
燃
料
と
し

て
販
売
す
る
重
油
販
売
業
者
か
ら
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
当
該
書
面
の
交
付
を
義
務
付
け
る
こ
と
。
（
第

十
七
条
の
十
二
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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一

船
舶
か
ら
の
ふ
ん
尿
等
の
排
出
を
防
止
す
る
た
め
の
規
制
に
関
す
る
経
過
措
置
の
期
間
を
五
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
こ
と
等
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
千
九
百
七
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
千
九
百
七
十

八
年
の
議
定
書
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
同
条
約
を
改
正
す
る
千
九
百
九
十
七
年
の
議
定
書
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず

る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

第
五

そ
の
他

一

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
関
係
）

二

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
関
係
）


